
 

 

千葉市特別支援学級・通級指導教室設置検討会議設置要項 

 

千葉市教育委員会  

（趣旨） 

第１条 この要項は、千葉市特別支援学級・通級指導教室設置検討会議（以下検討会議と

いう。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（所掌事務） 

第２条 検討会議は、千葉市の特別支援教育充実のため、特別支援学級及び通級指導教室

の設置のあり方（配置や開設等）について審議する。 

 

（組織） 

第３条 検討会議は別表に示す委員をもって組織する。 

（１）委員長及び副委員長を置く。 

（２）委員長には教育支援課長、副委員長には養護教育センター所長があたる。 

（３）委員長は、会務を総理し、検討会議を代表する。 

（４）副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

  （５）委員長は、必要に応じ、所掌事項に関して関係者を召集し、報告並びに意見聴取 

を行わせることができる。 

（附則） 

この要項は、平成２３年５月３１日から施行する。 

平成２４年４月１日に一部改正し施行する。 

平成２５年４月１日に一部改正し施行する。 

平成２７年４月１日に一部改正し施行する。 

平成２８年４月１日に一部改正し施行する。 

平成２９年４月１日に一部改正し施行する。 

（別表） 

千葉市特別支援学級・通級指導教室設置検討会議委員 

１ 委員長 教育支援課長 

２ 副委員長 養護教育センター所長 

３ 委員 学事課長 

４ 委員 教育職員課統括管理主事 

５ 委員 企画課主査 

６ 委員 教育センター学校支援室主任指導主事 

７ 委員 校長会特別支援専門委員長（小） 

８ 委員 校長会特別支援専門委員長（中） 

９ 委員 養護教育センター主任指導主事 

１０ 委員 教育支援課特別支援担当指導主事 

 


